




定自立支援医療機関を指定しました。 

  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   
 

医療機関の種別 医療機関の名称 所 在 地 指定年月日 

薬局 緑の調剤薬局 
三重郡菰野町大字菰野字力尾

9577-2 
平成 20 年 8 月 1 日 

 

 

三重県告示第 473 号 

 環境森林部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示を次のように定めます。 

  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

   環境森林部関係補助金等交付要綱の一部を改正する告示 

 環境森林部関係補助金等交付要綱（平成 16 年三重県告示第 375 号）の一部を次のように改正する。 

 別表１中第 8 号の項及び第 9 号の項を削り、第 10 号の項を第 8 号の項とし、第 11 号の項から第 27 号の項まで

を 2 項ずつ繰り上げ、第 28 号の項を削り、同表第 29 号の項(Ｄ)の欄中「8/10」を「8/10 以内」に改め、同項を

同表第 26 号の項とし、同表第 30 号の項を同表第 27 号の項とし、同表第 31 号の項(Ｃ)の欄から(Ｅ)の欄までを

次のように改め、同項を同表第 28 号の項とする。 

1  望ましい林業構造の確立事業 事業費の1／2以内 別に定める。

市町等が望ましい林業構造を実現させ

るための対策として、林業経営や施業の効

率化を図るための施設等の整備を実施す

ることに要する次の経費 

  

(1) 経営確立促進調査事業   

(2) 路網整備事業   

(3) 効率化施設整備事業   

(4) 地域産物活用施設整備事業   

(5) 木材加工流通施設整備事業   

(6) 森林バイオマス等活用施設整備事業   

(7) 需要拡大施設整備事業   

(8) 活動拠点施設整備事業   

(9) 生活環境施設整備事業   

(10) 市町村附帯事務費   

2  特用林産の振興事業 事業費の1／2以内 別に定める。

市町等が山村地域の再生・活性化に資す

る特用林産物を活用した取組に対し、生産

基盤の高度化、作業の省力化、品質の安定

化、販売体制の多様化等に資する施設整備

を実施するとともに、竹の新たな用途に必

要な加工施設等の整備を実施するのに要

する経費 

  

(1) 経営確立促進調査事業   

(2) 特用林産物活用施設等整備事業   

(3) 市町村附帯事務費   

3  木材利用及び木材産業体制の整備推進

事業 

事業費の1／2以内 別に定める。

川上及び川下を通じ、競争力のある木材

産地の形成と地域材の安定的な供給を目

的とした木材加工流通施設等の整備によ

る木材産業の構造改革の推進を図るとと

もに、地域材を利用した公共施設や未利用

木質資源をエネルギー利用する施設等の

整備による地域材利用の推進を図るため

に要する経費 

  

(1) 経営確立促進調査事業   
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(2) 木材加工流通施設整備事業   

(3) 森林バイオマス等活用施設整備事業   

(4) 需要拡大施設整備事業   

(5) 路網整備事業   

(6) 効率化施設整備事業   

(7) 児童福祉施設木製遊具整備事業   

(8) 学校関連施設整備事業   

(9) 先駆的施設整備事業   

(10) 林地残材活用機材整備事業   

(11) 木質バイオマスエネルギー供給施設

整備事業 

  

(12) 木質バイオマスエネルギー利用施設

整備事業 

  

(13) 木質資源利用施設整備事業   

(14) 市町村附帯事務費   
 

 別表 1 中第 32 号の項を第 29 号の項とし、第 33 号の項を第 30 号の項とし、同表第 34 号の項(Ｃ)の欄中「3 県

産材利用の相談会、説明会、展示即売会等の開催経費」を「3 県産材利用及び提案型住宅の相談会、説明会、展

示会等の開催経費」に改め、同項を同表第 31 号の項とし、同表中第 35 号の項を第 32 号の項とし、第 36 号の項

を第 33 号の項とし、第 37 号の項を第 34 号の項とし、第 38 号の項(Ｃ)の欄を次のように改め、同項を同表第 35

号の項とする。 
 

別に定める「三重の木」モデルの家に使用す

る木材等に係る基準に適合する住宅建築に

要する経費 
 

別表 1 第 39 号の項を第 36 号の項とし、第 40 号の項を第 37 号の項とし、第 41 号の項（Ａ）の欄を次のように

改め、同項を同表第 38 号の項とする。 
 

木とのふれあい

促進事業費補助

金 
 

別表 1 第 42 号の項を同表第 39 号の項とし、同表に次のように加える。 
 

40 地域林業推

進体制整備

事業費補助

金 

市町が主体となって

進める団地化に対す

る取組を支援するこ

とにより健全な林業

経営のモデルを構築

し、及び提示し、地

域林業の適切な管理

及び経営の推進を図

る。 

1  地域林業推進協議会の設置 

地域における林業の活性化に向けた

モデル的な取組を展開するため、地域林

業推進協議会を設置するための経費 

2  団地化の推進 

団地化への活動を推進するため、地域

リーダーへの活動支援を行う経費 

別に定める。 市町 

41 安全 安 心県

産き の こ普

及活 動 補助

金 

安全安心な県産きの

この多様な普及ＰＲ

活動並びに生産者及

び消費者との交流活

動を支援し、生産者、

消費者双方の意識の

向上及び安全安心な

県産きのこの普及を

図る。 

安全安心な県産きのこについての見学会、

宣伝イベントの開催等、生産者が消費者に

直接ＰＲする活動等に要する経費 

事業費の1／2以

内 

人と自然にやさ

しいみえの安心

食材の認定を受

けた生産者の組

織する団体等 

42 教育 の 森整

備補助金 

市町が行う森林公園

等整備に補助を行

い、環境教育、林業

教育等のフィールド

及び森林に親しむこ

とができる空間を整

備し、緑化活動の一

層の推進を図る。 

教育の森整備 

1  森林を利用した環境教育及び林業教

育のための実習林、観察林等の森林フィ

ールドの整備 

2  林業体験学習のための展示施設の整

備 

3  森林環境教育活動施設の整備 

4  共同利用施設の整備 

 

1  事業費の4

／10以内。た

だし、森林学

習歩道、もり

の科学館及び

施設整備付帯

事業について

は事業費の1 

市町 

平成20年8月8日 三 重 県 公 報 第 2008 号

4



 

   5  1から4までの施設整備付帯事業（1

から4までの施設整備の効果的かつ円滑

な実施を図るために必要となる調整活

動並びに実践的知識及び技術の習得活

動等） 

／2以内 

2  付帯事務

費については

事務費の1／2

以内 

 

 

 別表 2 中第 7 号の項及び第 8 号の項を削り、第 9 号の項を第 7 号の項とし、第 10 号の項から第 21 号の項まで

を 2 項ずつ繰り上げ、第 22 号の項を削り、第 23 号の項を第 20 号の項とし、第 24 号の項から第 32 号の項までを

3 項ずつ繰り上げ、 
     

33 竹林整備・利活用モデル事

業費補助金 

  

「 

 

    

 を
 

」
 

     

30 竹林整備・利活用モデル事

業費補助金 

  

31 教育の森整備補助金   

「 

 

    

 

  に改める。 
 
 
 

」 

 

  附 則 

 この告示は、公布の日から施行し、改正後の環境森林部関係補助金等交付要綱の規定は、平成 20 年度分の補助

金等から適用する。 

 

三重県告示第 474 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 1 項の規定により、道路の区域を次のとおり変更しました。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部維持管理室に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

第1 

1  道路の種類 県道 

2  路 線 名 桑名海津線 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 7.00～8.00 290.00
桑名市長島町千倉字大脇 428 番 1 地先内 

旧新  7.00 290.00
 

第2 

1   道路の種類 国道 

2  路 線 名 477号 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 20.00～80.00 80.00
三重郡菰野町大字菰野字割谷 8502 番 6 地内 

新  20.00～125.00 80.00
 

第3 

1   道路の種類 県道 

2  路 線 名 亀山白山線 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 9.20～13.60 183.00亀山市天神四丁目 3225 番 8 から 

亀山市天神四丁目 3442 番 4 まで 新  10.75～13.60 183.00
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第4 

1   道路の種類 県道 

2  路 線 名 亀山鈴鹿線 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 9.80～37.20 780.50鈴鹿市住吉町字谷口 8943 番から 

鈴鹿市道伯一丁目 2331 番まで 新  12.70～37.20 780.50
 

第5 

1   道路の種類 県道 

2  路 線 名 三行庄野線 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 9.80～23.30 104.60鈴鹿市道伯町字鍬切 2561 番から 

鈴鹿市道伯一丁目 2331 番まで 新  12.70～23.30 104.60
 

第6 

1   道路の種類 国道 

2  路 線 名 165号 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 39.00～47.00 9.00津市久居新町 1103 番 4 から 

津市久居新町 1103 番 5 まで 新  39.00～47.00 9.00
 

第7 

1   道路の種類 県道 

2  路 線 名 六軒鎌田線 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 26.00～39.80 88.70松阪市大平尾町字六地蔵 308 番 2 から 

松阪市大平尾町字六地蔵 295 番 1 まで 新  29.50～46.30 88.70
 

第8 

1  道路の種類 国道 

2  路 線 名 260号 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 5.00～20.00 877.00度会郡南伊勢町木谷字アシコノ浦 1 番 25 から 

度会郡南伊勢町下津浦字濱ノ坪 70 番 2 まで 旧新  14.00～83.00 530.00
 

第9 

1  道路の種類 県道 

2  路 線 名 伊勢南勢線 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 10.00～24.00 19.00
度会郡南伊勢町切原字青郷 5 番 3 地内 

新  22.00～25.00 19.00
 

第10 

1  道路の種類 県道 
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2  路 線 名 伊勢南島線 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 9.00～20.00 68.00度会郡度会町中之郷字道ヶ野 1408 番 1 から 

度会郡度会町中之郷字道源坂 13 番 1 まで 新  12.50～21.00 68.00
 

第11 

1  道路の種類 県道 

2  路 線 名 鳥羽磯部線 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 5.00～21.00 1,894.50鳥羽市松尾町字ウサラギ 1371 番 3 地先から 

鳥羽市畔蛸町字イマメ原 80 番 1 地先まで 新  8.00～50.00 1,894.50
 

第12 

1  道路の種類 県道 

2  路 線 名 大杉谷海山線 

3  道路の区域 
 

区   間 旧新の別 敷地の幅員 メートル 延 長 メートル 

旧 11.00～13.50 56.00
北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字南又 1911 番 1 地内

新  19.50～80.00 56.00
 

 

三重県告示第 475 号 

 道路法（昭和 27 年法律第 180 号）第 18 条第 2 項の規定により、次の道路の供用を開始します。 

  なお、関係図面は、三重県県土整備部維持管理室に備え置いて、告示の日から 2 週間縦覧に供します。 

  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   
 

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日 

県道 

四日市関線 

亀山市関町鷲山字石場 183 番 2 から 

亀山市関町鷲山字大冷ケ 174 番まで 
平成 20 年 8 月 8 日 

県道 

四日市関線 

鈴鹿市西庄内町字下亀渕 2605 番 2 から 

鈴鹿市西庄内町字東乗蓮坊 2501 番 4 まで 
平成 20 年 8 月 8 日 

県道 

亀山鈴鹿線 

鈴鹿市住吉町字谷口 8943 番から 

鈴鹿市道伯一丁目 2331 番まで 
平成 20 年 8 月 8 日 

県道 

六軒鎌田線 

松阪市大平尾町字六地蔵 308 番 1 から 

松阪市大平尾町字向沖 391 番 2 まで 
平成 20 年 8 月 8 日 

県道 

 鳥羽松阪線 

松阪市豊原町字一ノ堰 1056 番 1 から 

松阪市豊原町字水着 910 番 3 まで 
平成 20 年 8 月 8 日 

県道 

 大杉谷海山線 
北牟婁郡紀北町紀伊長島区島原字南又 1911 番 1 地内 平成 20 年 8 月 8 日 

 

 

三重県告示第 476 号 

  建築基準法施行細則（昭和 46 年三重県規則第 64 号）第 9 条第 3 項の規定により、知事が別で定める定期調査

結果表を次のように定めます。 

 なお、建築基準法施行細則第 9 条第 3 項の規定により知事が別に定める定期調査結果表（平成 20 年三重県告示

第 194 号）は、廃止します。 

  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   
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  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

 

土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号）第 87 条第 1 項の規定により、県営ため池等整備事業（用排水施設整備

工事）戸部神地区計画を定めましたので、当該決定に係る関係書類を次のとおり縦覧に供します。 

 なお、この計画については、土地改良法第 87 条第 6 項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して

15 日以内に三重県知事に異議申立てをすることができます。また、土地改良法第 87 条第 7 項の規定による決定

に不服がある者は、同条第 10 項の規定に基づき、三重県を被告として、決定があったことを知った日の翌日から

起算して 6 か月以内に異議申立て決定に対する取消しの訴えを提起することができます。 

  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1  縦覧に供すべき書類の名称 

    土地改良事業計画書の写 

2  縦覧の期間 

    平成 20 年 8 月 11 日から同年 9 月 5 日まで 

3  縦覧の場所 

    伊勢市役所産業部農林課（伊勢市御薗町長屋 1221 番地（御薗総合支所内）） 

 

  測量法（昭和 24 年法律第 188 号）第 14 条第 1 項の規定により、次の基本測量を実施する旨、国土地理院の長

から通知がありました。 

  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

1   作業種類 

    基本測量（精密水準測量及び地盤沈下調査のための水準測量） 

2   作業期間 

    平成 20 年 8 月 26 日から平成 21 年 3 月 10 日まで 

3   作業地域 

    四日市市、桑名市及び三重郡朝日町 

 

  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 42 条第 1 項第 5 号の規定により、次のとおり道路の位置を指定しま

した。 

 なお、関係図書は、三重県桑名建設事務所に備え置いて縦覧に供します。 

  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   
 

申  請  者 道路幅員及び延長 
指定年月日 

氏   名 住  所 
道路の位置 

道路番号 幅員(m) 延長(m)

平成 20 年 

7 月 24 日 

株式会社サンエ

ー企画 代表取

締役 加藤 和

代 

桑名市中央町 5

丁目 22-2 

いなべ市大安町丹生川中

字中貝戸 515-1 ほか 3 筆 

A 5.0 75.0 

 

 

  建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第 42 条第 1 項第 5 号の規定により、次のとおり道路の位置を指定しま

した。 

 なお、関係図書は、三重県伊勢建設事務所に備え置いて縦覧に供します。 

  平成 20 年 8 月 8 日 

三 重 県 知 事  野  呂  昭  彦   

申  請  者 道路幅員及び延長 
指定年月日 

氏   名 住  所 
道路の位置 

道路番号 幅員(m) 延長(m)

平成 20 年 

7 月 22 日 

金森 亨 伊勢市大湊町

235 

伊勢市大湊町字禿松南新

田 1224-10 ほか 1 筆 

A 6.0 24.9 
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